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は
じ
め
に

我
々
は
普
段
、国
家
観
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
少
な
い
。

そ
れ
は
、
こ
の
半
世
紀
ほ
ど
、
対
外
的
な
脅
威
な
ど
に
悩
ま
さ
れ
る

こ
と
も
な
く
平
和
に
生
活
で
き
た
こ
と
の
裏
返
し
と
も
言
わ
れ
る（

。

そ
も
そ
も
、「
国
家
観
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
様
々
な
定
義
が

あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
国
家
に
関
す
る
（
国
民
の
）
共
有
知
識
」
と

定
義
す
る
。
そ
の
上
で
、「
国
家
」
を
「
政
府
に
よ
り
排
他
的
か
つ

強
制
的
に
掌
握
さ
れ
た
領
土
に
存
在
す
る
主
体
の
関
係
を
め
ぐ
る
安

定
的
秩
序2

」
と
、「
秩
序
」
を
「
社
会
生
活
が
混
乱
な
く
営
ま
れ
る

た
め
に
必
要
な
社
会
の
制
度（

」
と
、「
制
度
」
を
「（
政
府
を
含
む
）

主
体
の
戦
略
的
相
互
作
用
を
通
じ
て
創
出
さ
れ
，
結
果
的
に
そ
れ
が

自
己
拘
束
的
に
な
っ
た
ル
ー
ル4

」
と
そ
れ
ぞ
れ
定
義
す
る
。

「
制
度
は
（
国
民
の
）
実
生
活
に
お
け
る
行
動
や
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ

に
影
響
す
る
た
め
、
国
家
の
成
功
や
失
敗
を
形
作
る5

」
こ
と
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
制
度
を
生
成
・
維
持
す
る
か
は
国
民
に
と
り
極
め
て
重

要
な
問
題
で
あ
る
。　

制
度
を
安
定
的
に
維
持
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
制
度
に
関
し
主
体

間
で
共
有
知
識
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る6

。
例
え
ば
、

タ
ク
シ
ー
に
手
を
振
る
行
為
が
「
タ
ク
シ
ー
を
呼
び
止
め
る
行
為
」

と
の
共
有
知
識
が
な
け
れ
ば
タ
ク
シ
ー
制
度
は
成
立
し
な
い
。一
方
、

こ
の
共
有
知
識
に
変
更
が
あ
れ
ば
、
制
度
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る（

。
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同
様
に
、
国
家
と
い
う
制
度
を
適
切
に
生
成
・
維
持
・
変
更
す
る

た
め
に
は
、
そ
の
共
有
知
識
た
る
国
家
観
を
適
切
に
生
成
・
維
持
・

変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、「
国
家
観
の
軸
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
、
沸
き
起
こ

る
問
題
の
解
決
の
道
を
自
ら
の
手
で
切
り
拓
い
て
い
く
だ
け
の
力
を

持
つ
こ
と
は
で
き
な
い8

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

本
稿
は
、
そ
の
国
家
観
の
軸
を
今
後
定
め
る
に
際
し
、
制
度
論
の

立
場
か
ら
一
つ
の
視
座
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
は
個
人
的
な
見
解
で
あ
り
、
所
属
す
る
組
織
と
は
関

係
が
な
い
こ
と
を
付
言
す
る
。

一　
制
度
に
つ
い
て

国
家
観
の
軸
を
定
め
る
場
合
、
日
本
人
が
ど
の
よ
う
な
国
家
観
を

有
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
有
し
て
い
た
の
か
の
把
握
が
重
要
と
な

る
。そ

の
把
握
の
た
め
に
は
、国
際
慣
習
法
制
度
の
生
成
過
程
を
知
り
、

制
度
の
生
成
過
程
の
理
解
を
深
め
る
の
が
近
道
で
あ
る
。

国
際
慣
習
法
と
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
規
定
第
三
八
条
第
一
項
ｂ

に
規
定
す
る
「
法
と
し
て
認
め
ら
れ
た
一
般
慣
行
の
証
拠
と
し
て
の

国
際
慣
習
」
を
意
味
し
、
国
際
法
の
法
源
の
一
つ
で
あ
る
。

国
際
慣
習
法
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
諸
国
の
一
定
の
行
為
（
作

為
ま
た
は
不
作
為
）
が
反
復
・
継
続
し
て
行
わ
れ
る
「
慣
行
」
と
い

う
事
実
的
要
素
と
、
そ
の
慣
行
を
法
的
に
拘
束
力
あ
る
も
の
と
し
て

認
め
る
「
法
的
確
信
（opinio juris

）」
と
い
う
心
理
的
要
素
の
両

面
が
必
要
で
あ
る9

。

慣
行
は
、「
利
害
の
一
致
（coincidence of interest

）」、「
調

整（coordination

）」、「
強
制（coercion

）」、「
協
力（cooperation

）」

か
ら
生
ま
れ
る10

。

「
利
害
の
一
致
」
に
基
づ
き
慣
行
が
生
ま
れ
る
過
程
に
つ
い
て
、
二

つ
の
隣
接
す
る
国
（
イ
国
と
ロ
国
）
の
領
海
に
も
う
一
方
の
国
籍
の

船
舶
が
そ
れ
ぞ
れ
同
時
に
侵
入
し
た
場
合
、
両
国
が
攻
撃
と
宥
和
の

い
ず
れ
の
戦
略
を
選
ぶ
か
と
の
状
況
を
想
定
し
て
説
明
す
る
。

イ
国
が
宥
和
戦
略
を
と
り
、ロ
国
籍
船
舶
の
領
海
侵
入
を
黙
認
し
、

ロ
国
に
領
海
侵
入
し
た
イ
国
籍
船
舶
へ
の
ロ
国
の
攻
撃
も
黙
認
す
る

場
合
、
ロ
国
も
宥
和
戦
略
を
と
れ
ば
イ
国
の
利
得
は
４
、
ロ
国
が
攻

撃
戦
略
を
と
れ
ば
国
内
の
世
論
硬
化
で
生
じ
る
損
失
３
を
差
し
引
き

イ
国
の
利
得
は
１
と
な
る
と
す
る
。
一
方
、
イ
国
が
攻
撃
戦
略
を
と

り
、
領
海
侵
入
し
た
ロ
国
籍
船
舶
を
攻
撃
し
、
ロ
国
に
領
海
侵
入
し

た
イ
国
籍
船
舶
へ
の
ロ
国
の
攻
撃
に
報
復
す
る
場
合
、
ロ
国
が
宥
和
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戦
略
を
と
れ
ば
攻
撃
費
用
１
を
差
し
引
き
イ
国
の
利
得
は
３
、
ロ
国

が
攻
撃
戦
略
を
と
れ
ば
紛
争
激
化
で
生
じ
る
損
失
４
を
差
し
引
き
イ

国
の
利
得
は
０
と
な
る
と
す
る
。
以
上
の
利
得
状
況
は
ロ
国
も
同
様

と
し
た
場
合
、
利
得
行
列
は
図
１
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
場
合
、
イ
国
、
ロ
国
と
も
に
宥
和
戦
略
を
と
っ
た
方
が
良
い

こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
イ
国
に
と
っ
て
、
ロ
国
が
攻
撃
戦
略

を
と
っ
た
場
合
、
宥
和
戦
略
を
と
る
こ
と
が
最
適
（
０<

１
）
で
あ

り
、
ロ
国
が
宥
和
戦
略
を
と
っ
た
場
合
も
宥
和
戦
略
を
と
る
こ
と
が

最
適
（
３<

４
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
ロ
国
に
つ

い
て
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、
両
国
と
も
に
、
宥
和
戦
略
を
と
る
の
が

最
適
で
あ
り
、
そ
の
最
適
な
状
況
か
ら
逸
脱
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ

は
両
国
に
な
い
。
つ
ま
り
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
状
態
に
あ
る
。「
ナ
ッ
シ

ュ
均
衡
」
と
は
「（
ゲ
ー
ム
の
）
各
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
戦
略
が
そ
れ
以

外
の
す
べ
て
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
戦
略
に
対
す
る
最
適
反
応
に
な
っ
て

い
る
」
状
態
で
あ
る11

。
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
が
成
立
し
て
い
る
時
、
そ
の

戦
略
は
、
主
体
に
と
っ
て
自
己
拘
束
的
な
も
の
と
な
る
。

こ
の
戦
略
を
イ
国
・
ロ
国
以
外
の
諸
国
家
も
採
用
し
、
他
国
籍
の

船
舶
が
領
海
侵
入
を
し
た
場
合
に
黙
認
す
る
と
い
う
行
為
が
諸
国
間

で
反
復
・
継
続
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
の
慣
行
が
ル
ー
ル
で
あ

る
と
の
法
的
確
信
を
諸
国
家
が
共
有
す
る
よ
う
に
な
る
。
言
い
換
え

る
と
、
制
度
た
る
慣
行
を
自
ら
の
行
動
を
制
約
す
る
法
と
認
識
す
る

共
有
知
識
が
国
際
社
会
の
主
体
間
に
行
き
渡
っ
て
い
る
状
態
に
な
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
国
際
慣
習
法
と
呼
ば
れ
る
制
度
の
生

ま
れ
る
一
つ
の
原
因
で
あ
る
。

国
際
慣
習
法
が
生
成
さ
れ
る
二
つ
目
の
要
因
と
し
て
の
「
調
整
」

を
説
明
す
る
。
イ
国
籍
の
船
舶
と
ロ
国
籍
の
船
舶
が
公
海
上
で
相
対

す
る
場
合
、
自
国
籍
の
船
舶
を
右
に
避
け
さ
せ
る
か
、
左
に
避
け
さ

せ
る
か
と
い
う
状
況
を
想
定
す
る
。
そ
の
場
合
、
利
得
行
列
は
例
え

ば
図
2
の
通
り
と
な
る
。

イ国
攻撃 宥和

ロ
国

攻撃 ０、０ ３、１
宥和 １、３ ４、４

図 1

イ国
左 右

ロ
国

左 ４、４ ０、０
右 ０、０ ４、４

図 2
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イ
国
籍
の
船
舶
が
左
に
避
け
よ
う
と
し
、
ロ
国
籍
の
船
舶
が
右
に

避
け
よ
う
と
す
る
と
衝
突
す
る
。
そ
の
場
合
、
両
国
と
も
に
利
得
は

０
。
イ
国
籍
の
船
舶
と
ロ
国
籍
の
船
舶
が
と
も
に
左
に
避
け
よ
う
と

す
る
と
、
衝
突
を
回
避
で
き
両
国
と
も
利
得
は
４
。
両
船
舶
と
も
右

に
避
け
る
の
で
も
同
様
の
結
果
と
な
る
。
つ
ま
り
、イ
国
と
ロ
国
は
、

両
国
と
も
同
じ
方
向
に
避
け
る
よ
う
自
国
籍
の
船
舶
に
指
示
す
る
こ

と
が
均
衡
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
場
合
、
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
が
二
つ
あ
る
が
、
そ
の
ど
ち
ら
か
に

調
整
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
ル
ー
ル
を
逸
脱
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
は
両

国
と
も
に
な
く
、
結
果
と
し
て
慣
行
と
な
り
、
さ
ら
に
法
的
確
信
が

生
ま
れ
、
国
際
慣
習
法
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
く12

。

国
際
慣
習
法
が
生
成
さ
れ
る
三
つ
目
の
要
因
は
「
強
制
」
で
あ
る
。

以
下
の
状
況
を
想
定
し
説
明
す
る
。

イ
国
と
ロ
国
と
が
お
互
い
に
宥
和
し
攻
撃
を
見
合
わ
せ
れ
ば
両
国

と
も
に
利
得
４
を
得
ら
れ
る
と
す
る
。
ど
ち
ら
か
の
国
が
攻
撃
を
し

か
け
、
そ
れ
に
対
し
、
も
う
一
方
の
国
が
宥
和
戦
略
を
と
る
（
即
ち

反
撃
し
な
い
）
場
合
、
攻
撃
し
た
国
は
、
利
得
５
を
得
ら
れ
る
一
方
、

攻
撃
さ
れ
た
国
の
利
得
は
１
と
な
る
と
す
る
。
お
互
い
に
攻
撃
し
あ

っ
た
場
合
、
両
国
の
利
得
は
と
も
に
２
と
な
る
と
す
る
。

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
」
と
言
わ
れ
る
状
況
で
あ

り
、
両
国
に
と
っ
て
合
理
的
な
戦
略
は
双
方
に
攻
撃
す
る
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
イ
国
に
と
っ
て
、
ロ
国
が
攻
撃
戦
略
を
選
ん
だ
場
合
、

攻
撃
戦
略
の
方
が
宥
和
戦
略
よ
り
も
多
く
の
利
得
を
得
る（
２>

１
）

こ
と
が
で
き
、
一
方
で
、
ロ
国
が
宥
和
戦
略
を
選
ん
だ
場
合
、
攻

撃
戦
略
の
方
が
宥
和
戦
略
よ
り
も
多
く
の
利
得
を
得
る
（
５>

４
）。

同
様
の
こ
と
は
ロ
国
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
国
と

も
に
攻
撃
が
最
適
の
戦
略
に
な
り
、
と
も
に
２
の
利
得
を
得
て
ナ
ッ

シ
ュ
均
衡
の
状
態
と
な
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
決
し
て
、
パ
レ
ー
ト
効
率
的
（
誰
か
の
利
得
を

犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
他
の
誰
か
の
利
得
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

状
態
）
で
は
な
い
。
両
国
は
お
互
い
に
宥
和
の
戦
略
を
と
る
こ
と
で

４
の
利
得
を
獲
得
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

お
互
い
に
利
得
を
増
加
さ
せ
る
戦
略
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い

て
も
、
相
手
が
裏
切
り
出
し
抜
く
こ
と
を
恐
れ
て
、
そ
の
戦
略
を
と

る
こ
と
が
で
き
な
い
ジ
レ
ン
マ
状
況
に
両
国
は
あ
る
。
こ
れ
を
解
決

す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
。

国
際
社
会
に
お
い
て
、
集
団
安
全
保
障
（collective security

）

と
い
う
戦
略
が
あ
る13

。
こ
れ
は
、
あ
る
国
が
他
国
を
攻
撃
し
た
場

合
、
そ
の
国
を
周
辺
国
が
集
団
で
軍
事
的
制
裁
を
加
え
る
や
り
方
で

あ
る
。
仮
に
、
こ
の
軍
事
的
制
裁
と
い
う
「
強
制
」
に
よ
り
、
他
国
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を
攻
撃
し
た
国
が
２
の
利
得
を
失
う
と
し
た
場
合
、
図
（
の
利
得
行

列
は
図
4
の
よ
う
に
変
わ
る
。
利
得
行
列
は
、「
利
害
の
一
致
」
と

同
じ
構
造
に
な
る
。
両
国
の
最
適
な
戦
略
は
宥
和
と
な
り
、
以
前
の

状
況
よ
り
も
パ
レ
ー
ト
効
率
的
と
な
る
。
即
ち
「
強
制
」
が
あ
る
こ

と
で
、
主
体
全
て
の
利
得
が
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
他
国
を
攻
撃
す
る
と
周
辺
国
か
ら
集
団
で
軍
事
的

制
裁
が
行
わ
れ
る
の
だ
と
諸
国
が
共
通
し
て
認
識
し
、
そ
の
認
識
を

前
提
と
し
て
諸
国
が
宥
和
戦
略
を
と
る
こ
と
で
、
パ
レ
ー
ト
効
率
的

な
均
衡
が
保
た
れ
慣
行
と
な
る
。
さ
ら
に
法
的
確
信
が
伴
え
ば
、
国

際
慣
習
法
に
な
る
。

イ国
攻撃 宥和

ロ
国

攻撃 ２、２ ５、１
宥和 １、５ ４、４

図 3

イ国
攻撃 宥和

ロ
国

攻撃 ０、０ ３、１
宥和 １、３ ４、４

図 4

国
際
慣
習
法
が
成
立
す
る
第
四
の
要
因
の
「
協
力
」
は
、「
強
制
」

と
同
様
、
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
状
況
を
解
決
す
る
。
こ
の
手
法
は
、
諸

外
国
同
士
が
継
続
的
に
関
係
を
持
つ
場
合
に
利
用
可
能
で
あ
る
。

上
記
の
イ
国
と
ロ
国
が
、
周
辺
国
に
よ
る
集
団
的
な
軍
事
的
制
裁

な
ど
の
強
制
措
置
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
と
も
に
宥
和
戦
略
を
採

用
し
て
お
り
、
か
つ
、
と
も
に
永
久
的
に
両
国
間
で
や
り
取
り
を
す

る
（
と
感
じ
て
い
る
）
状
況
に
あ
る
と
仮
定
す
る
。
イ
国
が
攻
撃
戦

略
に
切
り
替
え
た
場
合
、
そ
の
瞬
間
は
、
そ
れ
ま
で
以
上
の
利
得
を

得
ら
れ
る
一
方
で
、そ
れ
以
降
、ロ
国
か
ら
永
久
的
に
攻
撃
さ
れ
（
し

っ
ぺ
返
し
（tit-for-tat

）
戦
略
）、
利
得
は
２
し
か
得
ら
れ
な
く
な

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
、
イ
国
が
攻
撃
に
よ
り
一
度
だ
け
受
け

取
れ
る
利
得
５
と
そ
れ
以
降
に
受
け
取
る
利
得
２
よ
り
、
攻
撃
し
な

い
こ
と
に
よ
り
一
貫
し
て
受
け
取
れ
る
利
得
４
の
方
が
大
き
い
と
考

え
れ
ば
、
結
果
と
し
て
イ
国
は
ロ
国
を
攻
撃
し
な
い
、
即
ち
「
協
力
」

す
る
こ
と
に
な
る14

。
ロ
国
も
同
様
で
あ
り
、
お
互
い
に
相
手
国
と
の

将
来
の
関
係
を
重
視
す
る
場
合
、
宥
和
戦
略
を
採
用
し
「
協
力
」
が

均
衡
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
慣
行
と
な
り
法
的
確
信
も
伴
え
ば

国
際
慣
習
法
と
な
る15

。

こ
の
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
状
況
に
お
け
る
「
協
力
」
は
、
上
記
の
よ

う
な
繰
り
返
し
が
な
く
と
も
、
相
手
の
「
評
判
」
を
戦
略
決
定
の
要
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素
に
含
め
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る16

。

一
定
の
仮
想
空
間
を
設
定
し
、
１
０
０
体
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
１

対
１
で
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
の
ゲ
ー
ム
を
行
う
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

実
施
し
分
析
し
た
研
究
が
あ
る17

。
１
０
０
体
は
、
常
に
攻
撃
戦
略
を

と
る
無
条
件
利
己
主
義
者
（defector

）、
常
に
宥
和
戦
略
を
と
る

無
条
件
利
他
主
義
者
（cooperator

）、
相
手
の
評
判
を
見
て
、
や

り
取
り
を
す
る
と
決
定
し
た
相
手
に
は
宥
和
戦
略
を
と
る
選
別
的
利

他
主
義
者
（discrim

inator

）
の
三
種
類
の
中
か
ら
ラ
ン
ダ
ム
に
選

ば
れ
、
仮
想
空
間
上
に
配
置
さ
れ
る
。
ゲ
ー
ム
の
結
果
、
獲
得
す
る

利
得
が
低
い
主
体
は
淘
汰
さ
れ
、
淘
汰
さ
れ
た
数
と
同
数
の
エ
ー
ジ

ェ
ン
ト
が
上
記
三
種
類
の
中
か
ら
ラ
ン
ダ
ム
に
選
択
さ
れ
て
空
間
上

に
補
充
さ
れ
る18

。
そ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
結
果
は
図
5
・
図
6
の

通
り
で
あ
る
。
な
お
、
ベ
ー
タ
（
β
）
は
、
評
判
の
悪
い
主
体
（
過

去
に
攻
撃
戦
略
を
選
ん
だ
こ
と
の
あ
る
主
体
）
や
評
判
の
履
歴
が
な

い
主
体
と
や
り
取
り
を
す
る
確
率
を
示
し
て
い
る
（
評
判
の
良
い
主

体
と
は
常
に
や
り
取
り
を
す
る
）。

図
5
は
、
選
別
的
利
他
主
義
者
が
評
判
の
悪
い
又
は
評
判
の
履
歴

の
な
い
主
体
と
０
・
５
の
確
率
で
や
り
取
り
を
し
た
場
合
の
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
結
果
で
あ
る
。
無
条
件
利
他
主
義
者
と
選
別
的
利
他
主

義
者
は
と
も
に
、
無
条
件
利
己
主
義
者
に
搾
取
さ
れ
淘
汰
さ
れ
て
し

図 5
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ま
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
無
条
件
利
己
主
義
者
が
大
半
を
占

め
る
よ
う
に
な
っ
た
空
間
に
お
い
て
、
お
互
い
に
攻
撃
し
あ
う
や
り

取
り
が
主
と
し
て
行
わ
れ
る
。
い
わ
ば
、
空
間
全
体
が
囚
人
の
ジ
レ

ン
マ
状
況
に
陥
っ
た
状
態
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の

得
ら
れ
る
利
得
（payoff

）
の
平
均
は
比
較
的
低
く
な
る
。

一
方
、
図
6
は
、
選
別
的
利
他
主
義
者
が
評
判
の
悪
い
又
は
評
判

の
履
歴
が
な
い
主
体
と
０
・
１
の
確
率
で
し
か
や
り
取
り
を
し
な
い

場
合
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
結
果
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
選
別
的
利

他
主
義
者
が
他
の
二
者
を
淘
汰
す
る
。
ま
ず
、
無
条
件
利
他
主
義
者

は
無
条
件
利
己
主
義
者
に
搾
取
さ
れ
早
急
に
淘
汰
さ
れ
る
。そ
の
後
、

無
条
件
利
己
主
義
者
と
選
別
的
利
他
主
義
者
と
が
ゲ
ー
ム
の
相
手
と

し
て
配
置
さ
れ
る
割
合
が
増
え
る
が
、
選
別
的
利
他
主
義
者
は
無
条

件
利
己
主
義
者
ら
と
の
や
り
取
り
を
０
・
９
の
確
率
で
回
避
す
る
た

め
無
条
件
利
己
主
義
者
は
搾
取
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
無
条
件
利

己
主
義
者
の
大
半
が
淘
汰
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
無
条
件
利
己
主

義
者
は
無
条
件
利
己
主
義
者
と
や
り
取
り
を
す
る
機
会
が
増
え
、
選

別
的
利
他
主
義
者
は
選
別
的
利
他
主
義
者
と
や
り
取
り
を
す
る
機
会

が
増
え
る
が
、
無
条
件
利
己
主
義
者
同
士
が
や
り
取
り
を
す
る
場
合

は
双
方
で
攻
撃
し
合
う
一
方
で
、
選
別
的
利
他
主
義
者
同
士
が
や
り

取
り
を
す
る
場
合
は
、
お
互
い
に
宥
和
戦
略
を
採
用
す
る
た
め
、
パ

図 6
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レ
ー
ト
効
率
的
な
後
者
が
得
ら
れ
る
利
得
の
方
が
前
者
よ
り
も
多
く

の
利
得
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
、
後
者
が
前
者
を
淘
汰
す

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
選
別
的
利
他
主
義
者
が
大
半
を
占
め
る

空
間
内
で
は
、
お
互
い
に
宥
和
戦
略
を
と
り
、
社
会
全
体
が
囚
人
の

ジ
レ
ン
マ
状
況
を
回
避
す
る
た
め
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
得
ら
れ
る
利

得
の
平
均
は
比
較
的
高
く
な
る
。

ま
た
、
図
（
は
、
ベ
ー
タ
の
値
を
変
え
て
上
記
の
よ
う
な
ゲ
ー
ム

を
そ
れ
ぞ
れ
１
０
０
０
回
繰
り
返
し
た
後
の
無
条
件
利
己
主
義
者
と

選
別
的
利
他
主
義
者
の
空
間
内
の
割
合
を
示
す
デ
ー
タ
で
あ
る
。
こ

れ
を
見
る
と
、
ベ
ー
タ
が
０
・
１
近
傍
の
時
に
は
、
選
別
的
利
他
主

義
が
、
ベ
ー
タ
が
０
・
５
以
上
の
時
に
は
無
条
件
利
己
主
義
が
進
化

的
に
安
定
な
戦
略
（Evolutionary Stable Strategy
）
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る19

。
ベ
ー
タ
の
値
が
わ
ず
か
に
変
わ
る
こ
と
で
、
即
ち
、

空
間
を
構
成
す
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
一
部
が
自
ら
の
戦
略
を
わ
ず
か

に
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
空
間
全
体
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
種
類
の
割

合
が
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

二　
制
度
生
成
に
お
け
る
政
府
の
役
割　

国
内
の
制
度
生
成
過
程
も
国
際
慣
習
法
の
生
成
過
程
と
基
本
は
変

図 7
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わ
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
国
際
慣
習
法
と
同
様
の
問
題
を
内
包
す

る20

。
「
利
害
の
一
致
」
の
状
況
が
あ
る
場
合
、
何
ら
の
措
置
を
講
じ
な
く

と
も
自
生
的
に
制
度
が
で
き
る
が
、「
調
整
」・「
強
制
」・「
協
力
」

が
必
要
で
あ
る
状
況
に
お
い
て
、
意
図
的
に
制
度
を
制
定
し
な
い
限

り
、
望
ま
し
い
制
度
の
実
現
は
困
難
で
あ
る21

。

例
え
ば
、
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
の
構
造
が
あ
る
場
合
、
無
条
件
利
己

主
義
者
の
機
会
主
義
的
行
動22

を
抑
止
す
る
「
強
制
」
な
ど
の
措
置
が

な
け
れ
ば
パ
レ
ー
ト
効
率
的
な
制
度
構
築
の
実
現
可
能
性
は
下
が

る
。か

か
る
状
況
を
解
決
す
る
た
め
政
府
が
必
要
に
な
る
。
死
刑
制
度

を
導
入
す
る
こ
と
で
殺
人
を
抑
止
で
き
る
よ
う
に
、
政
府
の
制
度
制

定
で
各
主
体
は
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」
の
自
然
状
態
か
ら

抜
け
出
せ
る23

。

「
調
整
」
に
よ
り
均
衡
が
生
成
さ
れ
る
場
合
に
も
、
政
府
が
必
要
と

さ
れ
る
。
即
ち
、
複
数
の
均
衡
が
あ
る
場
合
、
ど
の
均
衡
を
選
ぶ
か

の
指
示
を
出
す
役
割24

を
政
府
が
担
う
。
例
え
ば
、
車
道
は
日
本
で
は

左
側
で
あ
り
米
国
で
は
右
側
で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
す
る
か
は
自
由
だ

が
、
ど
ち
ら
か
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
が
そ
の
決
定

を
す
る
こ
と
で
、
パ
レ
ー
ト
効
率
的
な
均
衡
状
態
を
実
現
で
き
る
。

政
府
の
役
割
と
し
て
「
均
衡
の
明
確
化
」
も
挙
げ
ら
れ
る
。
制
度

が
不
明
確
な
場
合
、
各
主
体
に
よ
る
過
誤
や
暗
黙
的
ル
ー
ル
か
ら
の

意
図
的
な
逸
脱
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
均
衡
費
用
が
発
生
す
る
。
こ
う

し
た
不
均
衡
費
用
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
政
府
が
、
暗
黙
的
な
行
動

選
択
ル
ー
ル
の
明
文
化
、
明
確
化
、
及
び
実
効
化
を
図
る
こ
と
が
有

益
と
な
る25

。
こ
れ
に
よ
り
主
体
の
行
動
選
択
ル
ー
ル
に
関
す
る
不
確

実
性
が
削
減
さ
れ
、
行
動
選
択
の
自
由
度
を
高
め
る
こ
と
が
可
能
と

な
る26

。
更
に
、
政
府
は
規
範
を
示
す
こ
と
で
、
各
主
体
に
新
た
な
共

有
知
識
を
与
え
、
制
度
を
自
ら
望
む
方
向
に
誘
導
す
る
こ
と
も
で
き

る27

。前
述
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
選
別
的
利
他
主
義
者
に

淘
汰
さ
れ
た
空
間
と
無
条
件
利
己
主
義
者
に
淘
汰
さ
れ
た
空
間
を
示

し
た
。
前
者
の
空
間
に
お
い
て
は
、
選
別
的
利
他
主
義
に
基
づ
く
制

度
が
形
成
さ
れ
、
後
者
の
空
間
に
お
い
て
は
、
無
条
件
利
己
主
義
に

基
づ
く
制
度
が
生
成
さ
れ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
で
は
、

そ
の
制
度
に
関
し
て
共
有
知
識
も
生
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
前
者
の

空
間
を
イ
国
、
後
者
の
空
間
を
ロ
国
と
す
る
と
、
イ
国
に
お
い
て
は

選
別
的
利
他
主
義
が
イ
国
民
の
国
家
観
と
な
り
、
ロ
国
に
お
い
て
は

無
条
件
利
己
主
義
が
ロ
国
民
の
国
家
観
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
国
家
観
は
、
各
国
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
。
そ
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し
て
、
歴
史
を
見
る
と
、
そ
の
相
違
は
、
政
府
が
規
範
を
示
す
こ
と

を
通
じ
各
主
体
に
共
有
知
識
を
与
え
制
度
を
望
む
方
向
に
誘
導
す
る

こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
場
合
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三　
日
本
人
の
国
家
観
と
十
七
条
憲
法

日
本
人
の
国
家
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
は
前
章
の
イ
国

民
の
国
家
観
と
同
様
、
選
別
的
利
他
主
義
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
、
島
国
で
あ
り
他
国
か
ら
の
侵
略
に
遭
い
づ
ら
い
と
い
う
地
政

的
特
性28

及
び
稲
作
中
心
の
日
本
の
農
業
協
同
社
会29

と
い
う
日
本
国
家

の
構
造
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
人
は
、
閉
鎖
的
空
間
の

中
で
長
年
、
繰
り
返
し
ゲ
ー
ム
を
続
け
て
来
た
。
そ
し
て
、
や
り
取

り
を
す
る
相
手
を
ウ
チ
と
ヨ
ソ
に
選
別
し30

、
評
判
の
履
歴
の
な
い
ヨ

ソ
者
と
の
や
り
取
り
を
回
避
し
無
条
件
利
己
主
義
者
の
侵
入
を
抑
え

る
と
と
も
に
、
ウ
チ
と
呼
ば
れ
る
集
団
内
で
は
、
無
条
件
利
己
主
義

に
基
づ
き
行
動
し
た
者
を
「
恥
」
概
念
に
基
づ
き31

評
判
を
下
げ
、
村

八
分32

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
制
裁
を
科
す
こ
と
で
無
条
件
利
己
主
義
の

蔓
延
を
阻
止
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
選
別
的
利
他
主
義
が
進
化
的

に
安
定
な
戦
略
と
な
り
制
度
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
選
別
的
利
他
主
義
に
基
づ
く
制
度
は
、
推
古
十
二
年

（
六
〇
四
年
）
に
制
定
さ
れ
た
『
十
七
条
憲
法
』
に
よ
り
政
府
が
規

範
と
し
て
明
確
化
す
る
こ
と
で
、
日
本
人
の
共
有
知
識
と
な
り
、
よ

り
安
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
憲
法
は
、「
慣
習
が
洗
練
さ
れ
た
形
で
定
式
化
さ
れ
た
固
有

法
」
で
あ
り
、「
日
本
の
国
体
の
在
る
べ
き
様
を
実
に
簡
潔
的
確
に

言
い
表
し
て
い
る
」
と
評
さ
れ
る33

。

注
目
す
べ
き
は
、
第
一
条
「
以
和
為
貴
」、
第
十
条
「
不
怒
人
違
」、

第
十
七
条
「
不
事
不
可
独
断
」
で
あ
る34

。
こ
れ
ら
の
条
文
を
見
る
と
、

十
七
条
憲
法
は
、「
和
」
に
よ
る
対
立
融
和
を
根
本
規
範35

と
し
、
そ

の
前
提
と
し
て
、
個
々
人
の
価
値
感
の
多
様
性
を
認
め
る
こ
と
、
及

び
、
対
話
に
基
づ
き
協
調
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
規
範
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る36

。
同
時
に
、
第
六
条
「
懲
悪
勘
善
」、
第
九
条
「
毎
事

有
信
」
の
条
文37

を
見
る
と
、
他
人
の
信
頼
を
裏
切
る
機
会
主
義
的
行

為38

を
悪
と
み
な
し
、
和
を
乱
す
機
会
主
義
者
に
対
し
厳
格
に
制
裁
を

科
す
こ
と
を
規
範
化
し
て
い
る
。

結
果
、「
我
が
肇
国
の
事
実
及
び
歴
史
の
発
展
の
跡
を
辿
る
時
、

常
に
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
和
の
精
神
で
あ
る39

」
と
言
わ
れ
る

よ
う
に
、
日
本
の
制
度
は
、「
和
の
精
神
」
即
ち
選
別
的
利
他
主
義

に
基
づ
く
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
精
神
こ
そ
、
日
本
人
の
国
家
観
と

い
え
、
終
身
雇
用
制
な
ど
の
日
本
的
経
営
や
同
じ
相
手
と
の
安
定
し
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た
夫
婦
関
係
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に40

、
日
本
社
会
を
特
徴
づ
け
る

制
度
を
形
作
り
、
機
会
主
義
的
行
為
を
封
じ
て
き
た41

。

そ
の
お
陰
で
、
前
述
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
選
別
的
利

他
主
義
者
に
淘
汰
さ
れ
た
空
間
内
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
利
得
の
平
均

が
相
対
的
に
高
か
っ
た
よ
う
に
、
日
本
人
は
社
会
や
経
済
の
効
率
的

な
運
営
を
達
成
し
て
き
た
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
、
日
本
人
が
戦
略
的
相
互
作
用
を
展
開

す
る
空
間
は
日
本
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
み
に
限
定
さ
れ
な
く
な
り
、

ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
お
い
て
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術

の
進
歩
な
ど
に
伴
い
一
度
限
り
の
や
り
取
り
や
匿
名
性
が
あ
る
状
態

で
の
や
り
取
り
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、

上
述
の
制
裁
措
置
の
実
効
性
が
弱
ま
っ
て
い
る
。
選
別
的
利
他
主
義

に
基
づ
く
戦
略
の
有
効
性
が
低
下
し
、
無
条
件
利
己
主
義
に
基
づ
く

戦
略
を
採
用
す
る
機
会
主
義
者
に
淘
汰
さ
れ
る
環
境
が
醸
成
さ
れ
つ

つ
あ
る
。

こ
の
状
況
を
受
け
入
れ
、和
の
精
神
に
基
づ
く
国
家
観
を
放
棄
し
、

機
会
主
義
に
基
づ
く
国
家
観
と
、
そ
れ
に
整
合
性
あ
る
制
度
を
構
築

し
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
、
日
本
人
の
共
有
知
識
に
影
響
を
与
え

る
憲
法
な
ど
の
規
範
の
見
直
し
を
通
じ
て
、
和
の
精
神
を
再
び
明
確

化
す
る
な
ど
に
よ
り
日
本
人
の
伝
統
的
国
家
観
と
整
合
性
あ
る
制
度

を
再
構
築
し
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
制
度
及
び
共
有
知
識
を
日
本
国
外

に
ま
で
拡
げ
て
い
く
の
か42

。
即
ち
「
平
和
を
維
持
し
、専
制
と
隷
従
、

圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
国
際

社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
る
」
方
向
に
進
む
の
か43

、

二
つ
の
選
択
肢
が
あ
る44

。
そ
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
の
か
、
言
い
換
え
れ

ば
、
国
家
観
の
軸
を
ど
ち
ら
に
置
く
の
か
は
、
十
七
条
憲
法
第
十
七

条
に
規
定
す
る
「
大
事
」
で
あ
り
、「
か
な
ら
ず
衆
と
と
も
に
論

あ
げ
つ
ら

う
」

べ
き
問
題
で
あ
ろ
う45

。

注１　

坂
本
多
加
雄
『
国
家
学
の
す
す
め
』〔
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
年
〕
十
～

十
二
頁
〈
一
般
の
人
々
の
間
に
お
い
て
も
、
国
家
と
い
う
存
在
が
き
わ
め
て

軽
く
扱
わ
れ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
例
え
ば
、
昨
年
の
あ
る
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
に
よ
れ
ば
…
…
日
本
国
民
で
あ
る
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
は
な
い
、
他
国

の
国
籍
を
と
っ
て
も
よ
い
と
考
え
る
人
々
が
、
二
十
歳
代
で
四
〇
パ
ー
セ
ン

ト
、
女
性
だ
け
で
は
何
と
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
る
と
い
う
（「
読
売
新
聞
」

平
成
十
二
年
一
月
二
十
一
日
）
…
…
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
あ
る
女
性
の

回
答
者
が
、「
戦
争
の
な
い
時
代
に
生
ま
れ
た
私
た
ち
は
、
国
籍
を
意
識
せ
ず

に
育
っ
た
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
…
「
戦
争
の
な
い
時
代
」
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と
い
う
認
識
は
、
世
界
に
当
て
は
め
て
考
え
る
限
り
、
端
的
に
誤
り
で
あ
る
。

実
際
、
日
本
な
ら
ぬ
世
界
に
「
戦
争
の
な
い
時
代
」
が
訪
れ
た
こ
と
は
な
く
、

世
界
の
大
部
分
の
国
々
は
、
こ
の
半
世
紀
、
実
際
に
戦
争
を
経
験
す
る
か
、

そ
の
脅
威
を
実
感
し
、
戦
争
に
至
ら
な
い
ま
で
も
他
国
と
の
激
し
い
対
立
を

経
て
き
た
。
そ
う
し
た
国
々
の
人
々
が
「
国
籍
や
国
の
枠
」
を
意
識
し
な
い

こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
ん
な
呑
気
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
は
、
日

本
人
の
な
か
の
「
私
た
ち
」
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
日
本
人

を
簡
単
に
自
国
民
に
し
て
く
れ
る
外
国
は
な
い
し
、ま
た
、外
国
の
な
か
に
は
、

日
本
と
は
異
な
り
、
徴
兵
義
務
な
ど
、
日
本
以
上
に
厳
し
い
国
民
と
し
て
の

負
担
を
課
し
て
く
る
国
も
あ
る
〉。

２　

青
木
昌
彦
（
瀧
澤
弘
和
・
谷
口
和
弘
訳
）『
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て 

新

装
版
』〔
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
三
年
〕
一
六
七
・
一
六
八
頁
。

３　
『
大
辞
泉
（
第
二
版
）
上
巻
』〔
小
学
館
、
二
〇
一
二
年
〕
一
六
八
六
頁
。

４　

青
木
昌
彦
、
前
掲
書
、
一
四
頁
。

５　

ダ
ロ
ン
・
ア
セ
モ
グ
ル
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
（
鬼
澤
忍
訳
）『
国

家
は
な
ぜ
衰
退
す
る
の
か
〔
上
〕』〔
早
川
書
房
、
二
〇
一
三
年
〕
七
五
頁
。

６　

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ギ
ン
タ
ス
（
成
田
悠
輔
他
訳
）『
ゲ
ー
ム
理
論
に
よ
る
社
会

科
学
の
統
合
』〔
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
一
年
〕
二
一
〇
頁
～
二
一
二
頁
〈
２

人
の
合
理
的
個
人
が
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
を
プ
レ
イ
す
る
に
は
直
接
的
な
十
分
条

件
が
あ
る
…
…
そ
の
条
件
と
は
、
合
理
性
に
つ
い
て
の
共
有
知
識
、
ゲ
ー
ム

お
よ
び
利
得
に
つ
い
て
の
共
有
知
識
、そ
し
て
（
相
手
が
何
を
選
ぶ
か
と
い
う
）

予
想
に
つ
い
て
の
共
有
知
識
で
あ
る
〉。

７　

青
木
昌
彦
、
前
掲
書
、
二
六
〇
～
二
六
六
頁
。

８　

先
崎
彰
容
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
復
権
』〔
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
〕
八
・

九
頁
〈
私
た
ち
は
「
同
じ
問
題
」
の
周
囲
を
堂
々
巡
り
し
て
い
る
。
…
…
そ

の
課
題
と
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
の
国

は
世
界
で
ど
う
振
る
舞
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
家
を
相
手
に
今
後
何
を
主
張
し

て
い
く
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
…
…
日
本
人
自
身
が
、
自
分
の
国
を
ど

う
し
た
い
の
か
、
ど
の
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
い
の
か
…
問
わ
れ
て
い
る
の

は
、
日
本
の
国
柄
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
私
た
ち
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
ど
う
す

る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
問
い
が
、
諸
問
題
を
後
ろ
か

ら
支
え
て
い
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
ひ
た
す
ら
解
体
・
否
定
す
べ
き
対
象

と
し
て
と
ら
え
る
時
期
は
と
う
に
過
ぎ
去
っ
た
。
人
間
と
社
会
の
あ
り
方
を

根
本
的
に
考
え
る
に
は
、
国
家
を
考
え
る
よ
り
ほ
か
な
い
か
ら
だ
。
ど
の
よ

う
な
政
治
的
立
場
に
立
つ
と
し
て
も
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
」
と
い

う
問
い
に
真
剣
に
答
え
、
国
家
観
の
軸
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
、
沸
き
起

こ
る
問
題
の
解
決
の
道
を
自
ら
の
手
で
切
り
拓
い
て
い
く
だ
け
の
力
を
持
つ

こ
と
は
で
き
な
い
〉。

９　

栗
林
忠
男
『
現
代
国
際
法
』〔
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
〕

六
八
頁
。

（0　

渡
邉
泰
之
『
国
際
慣
習
法
成
立
に
関
す
る
動
態
的
考
察
』〔
慶
応
義
塾
大

学
大
学
院
公
法
学
研
究
専
攻
修
士
論
文
（
未
公
刊
）、
一
九
九
八
年
〕。Eric 

Posner, Jack L. Goldsm
ith, "A

 T
heory of Custom

ary International 
Law

," 66 U
niversity of Chicago Law

 Review
 （（（（ (（999).

（（　

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ギ
ン
タ
ス
、
前
掲
書
、
五
〇
頁
。

（2　

複
数
の
均
衡
か
ら
均
衡
を
選
択
す
る
場
合
、
公
平
性
の
観
点
か
ら
問
題
が

生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

 

　

例
え
ば
、
男
女
が
出
か
け
る
際
に
山
と
海
の
ど
ち
ら
に
行
く
か
を
考
え
る
。

男
性
は
山
に
行
く
（
利
得
２
）
方
が
、
海
に
行
く
（
利
得
１
）
よ
り
も
好
ま

し
い
と
考
え
、
女
性
は
そ
の
逆
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
お
互
い
別
の
場
所
に
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１
人
で
行
く
こ
と
は
望
ま
な
い
（
利
得
０
）。
そ
の
場
合
、
二
つ
あ
る
ナ
ッ
シ

ュ
均
衡
の
う
ち
、
両
者
が
一
緒
に
山
に
行
く
こ
と
、
を
選
択
す
る
と
、
男
性

は
利
得
２
を
得
ら
れ
る
一
方
で
女
性
は
利
得
１
し
か
得
ら
れ
な
い
。

男性
山 海

女
性

山 １、２ ０、０
海 ０、０ ２、１

 

　

ケ
ン
・
ビ
ン
モ
ア
（
栗
林
寛
幸
訳
）『
正
義
の
ゲ
ー
ム
理
論
的
基
礎
』〔
Ｎ

Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
五
年
〕
二
五
八
頁
〈
公
平
規
範
が
進
化
し
た
理
由
は
、

よ
り
効
率
的
な
均
衡
が
選
択
可
能
に
な
る
に
つ
れ
て
公
平
規
範
を
利
用
す
る

集
団
は
速
や
か
に
こ
れ
に
調
整
し
、
古
い
均
衡
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
集
団
に

対
し
て
優
位
に
立
て
る
か
ら
〉
と
の
主
張
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
観
点

か
ら
も
、
公
平
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
一
層
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（（　

ヘ
ン
リ
ー
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
（
伊
藤
幸
雄
訳
）『
回
復
さ
れ
た
世
界
平
和
』

〔
原
書
房
、
一
九
七
六
年
〕
日
本
語
版
に
寄
せ
て
〈
一
国
の
安
全
は
、
そ
の
隣

国
の
自
制
心
だ
け
を
頼
り
に
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
力
の
均
衡
が
存
す
る

場
合
に
の
み
、
平
和
を
確
保
し
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
持
続
的
な
国
際

秩
序
は
、
全
て
の
重
要
な
利
害
関
係
諸
国
が
承
認
す
る
よ
う
な
政
治
的
協
定

に
基
礎
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
〉。

（4　

本
文
の
「
協
力
」
す
る
条
件
と
は
、
以
下
の
通
り
求
め
ら
れ
る
。

14 

本
文
の
「
協
力
」
す
る
条
件
と
は
、
以
下
の
通
り
求
め
ら
れ
る
。 

4+ 4×δ + 4×δ
� + 4×δ

� + …
 > 5+ 2×δ + 2×δ

� + 2×δ
�+ …

,  
0 < δ < 1 

 
* δ 

は
割
引
因
子
（
将
来
を
現
在
と
比
べ
て
ど
れ
だ
け
重
視
し
て
い
る
か
と
い
う
具
体
的
な
大
き
さ
） 

 2

（δ+δ
�+δ

�+ …

） > 1 

  
2δ
1-δ  > 1  

→  δ > 13  

 

 

　

* 

δ 

は
割
引
因
子
（
将
来
を
現
在
と
比
べ
て
ど
れ
だ
け
重
視
し
て
い
る
か

と
い
う
具
体
的
な
大
き
さ
）

14 

本
文
の
「
協
力
」
す
る
条
件
と
は
、
以
下
の
通
り
求
め
ら
れ
る
。 

4+ 4×δ + 4×δ
� + 4×δ

� + …
 > 5+ 2×δ + 2×δ

� + 2×δ
�+ …

,  
0 < δ < 1 

 
* δ 

は
割
引
因
子
（
将
来
を
現
在
と
比
べ
て
ど
れ
だ
け
重
視
し
て
い
る
か
と
い
う
具
体
的
な
大
き
さ
） 

 2

（δ+δ
�+δ

�+ …

） > 1 

  
2δ
1-δ  > 1  

→  δ > 13  

 
 

　

以
上
よ
り
、
割
引
因
子
（
δ
）
が
三
分
の
一
よ
り
大
き
い
場
合
、
す
な
わ

ち
イ
国
が
、
ロ
国
と
の
将
来
の
関
係
を
比
較
的
重
視
す
る
場
合
に
協
力
関
係

が
維
持
さ
れ
る
。

（5　

こ
れ
は
無
限
回
繰
り
返
し
ゲ
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
繰
り
返

し
が
有
限
で
い
つ
か
終
わ
る
と
し
て
も
、
ゲ
ー
ム
を
次
回
や
る
確
率
が
十
分

に
高
け
れ
ば
「
協
力
」
し
あ
う
こ
と
が
均
衡
状
態
と
な
り
得
る
。

（6　

十
一
世
紀
の
地
中
海
遠
隔
地
交
易
に
従
事
し
た
貿
易
商
が
ゲ
ー
ム
理
論
の

数
理
モ
デ
ル
か
ら
導
か
れ
る
「
評
判
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
「
繰
り
返
し
ゲ
ー
ム

の
ト
リ
ガ
ー
戦
略
」
を
使
っ
て
「
協
力
」
を
達
成
し
て
い
た
こ
と
を
分
析
す

る
研
究
が
あ
る
。
ア
ブ
ナ
ー
・
グ
ラ
イ
フ
（
岡
崎
哲
二
・
神
取
道
宏
監
訳
）『
比

較
歴
史
制
度
分
析
』〔
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
九
年
〕
参
照
。 

（（　

Ellis, T
.S., Y

ao, X
., "Evolving cooperation in the non-iterated 

14 

本
文
の
「
協
力
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prisoners dilem
m

a: A
 social netw

ork inspired approach." In: IEEE 
Cong. on Evol. Com

p. (CEC), Septem
ber 200（, pp. （（6–（4（ (200（).

（8　

囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
状
況
に
お
い
て
や
り
取
り
を
し
た
結
果
、
低
い
利
得
し

か
得
ら
れ
な
か
っ
た
主
体
は
高
い
利
得
を
得
た
主
体
の
戦
略
を
模
倣
な
い
し

学
習
し
、
戦
略
を
改
め
る
と
の
設
定
に
変
え
る
こ
と
で
「
淘
汰
」
と
い
う
概

念
が
よ
り
現
実
的
な
想
定
と
な
る
。
大
浦
宏
邦
『
社
会
科
学
者
の
た
め
の
進

化
ゲ
ー
ム
理
論
』〔
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
八
年
〕
二
九
九
～
三
一
三
頁
参
照
。

（9　

進
化
的
に
安
定
な
戦
略
と
は
、
集
団
の
す
べ
て
の
主
体
が
あ
る
既
存
戦
略

を
採
用
し
て
い
る
と
き
、
突
然
変
異
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
は
異
な
る
戦

略
を
と
る
主
体
が
現
れ
た
と
し
て
も
、
進
化
的
に
侵
入
さ
せ
な
い
性
質
を
も

つ
戦
略
を
い
う
。
生
天
目
章
『
ゲ
ー
ム
理
論
と
進
化
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
』〔
森
北

出
版
、
二
〇
〇
四
年
〕
八
三
頁
参
照
。

20　

例
え
ば
、
鎌
倉
幕
府
に
は
国
家
的
強
制
力
が
欠
如
し
て
お
り
、
幕
府
裁
許

状
を
手
に
し
て
も
効
力
は
非
常
に
限
定
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。
古
澤
直
人
「
鎌

倉
幕
府
の
法
と
権
力
」（
笠
松
宏
至
編
『
中
世
を
考
え
る　

法
と
訴
訟
』）〔
吉

川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
〕
一
四
～
一
六
頁
参
照
。

2（　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
イ
エ
ク
（
矢
島
鈞
次
・ 

水
吉
俊
彦
訳
）『
法
と
立
法
と

自
由
Ⅰ　

ル
ー
ル
と
秩
序
』〔
春
秋
社
、
一
九
八
七
年
〕
一
一
八
頁
。

22　
「
機
会
主
義
（opportunism

）」
は
「（
虚
偽
や
脅
し
や
策
略
を
伴
っ
た
）

狡
猾
な
自
己
利
益
追
求
」
と
定
義
さ
れ
る
。
オ
リ
バ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン

（
石
田
光
男
・
山
田
健
介
訳
）『
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
機
構
』〔
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
一
七
年
〕五
頁
参
照
。
こ
の
点
、村
上
泰
亮『
反
古
典
の
政
治
経
済
学（
下
）』

〔
中
央
公
論
社
、一
九
九
二
年
〕三
八
九
頁〈「
機
会
主
義
」と
い
う
日
本
語
訳
は
、

表
現
と
し
て
は
弱
す
ぎ
る
。
端
的
に
言
え
ば
そ
れ
は
、
他
人
の
裏
を
か
き
策

略
に
よ
っ
て
自
分
だ
け
の
利
益
を
追
求
す
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
指
す
の
で
あ
る
〉

と
の
指
摘
も
あ
る
。

2（　

政
府
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ス
（
水
田
洋
訳
）『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン

（
二
）』〔
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
〕
二
七
～
三
三
頁
〈（
我
々
が
自
分
に
対

し
て
し
て
も
ら
い
た
い
通
り
に
、
他
人
に
対
し
て
行
う
事
の
よ
う
な
）
自
然

の
諸
法
が
、
何
か
の
権
力
の
威
嚇
な
し
に
、
そ
れ
自
身
だ
け
で
守
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
と
い
う
事
は
、
我
々
の
生
ま
れ
つ
き
の
諸
情
念
に
反
す
る
…
…
権

力
を
樹
立
す
る
た
め
の
唯
一
つ
の
道
は
、
彼
ら
の
全
て
の
権
力
と
強
さ
と
を

一
人
の
人
間
に
与
え
、
又
は
…
…
一
つ
の
合
議
体
に
与
え
る
事
で
あ
る
〉。

24　

こ
の
政
府
の
役
割
を
振
付
師
と
呼
ぶ
。「
や
り
取
り
を
行
う
各
主
体
に
と
っ

て
、
も
し
他
の
主
体
が
振
付
師
の
指
示
に
従
う
と
す
る
な
ら
ば
、
自
分
も
振

付
師
の
指
示
に
従
う
こ
と
が
最
適
反
応
と
な
る
よ
う
な
戦
略
の
組
」
を
相
関

均
衡
と
呼
ぶ
。
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ギ
ン
タ
ス
、
前
掲
書
、
二
〇
〇
～
二
〇
三
頁

参
照
。

25　

青
木
昌
彦
、
前
掲
書
、
四
七
頁
。

26　

同
上
、
二
一
五
頁
。

2（　

こ
れ
は
規
範
に
よ
り
意
図
的
に
相
関
均
衡
を
造
り
出
す
こ
と
を
意
味
す
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
こ
れ
を
期
待
誘
導
機
能
と
呼
ぶ
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
イ
エ
ク
、

前
掲
書
、
一
一
九
頁
参
照
。
武
家
の
法
典
た
る
『
貞
永
式
目
』
は
〈
慣
習
法

の
明
確
な
ら
ざ
る
と
こ
ろ
を
明
確
に
し
、
慣
習
法
に
対
し
て
新
儀
を
構
え
た

と
こ
ろ
を
明
定
し
た
〉と
言
わ
れ
る
。
瀧
川
政
次
郎『
日
本
法
制
史（
上
）』〔
講

談
社
、
一
九
八
五
年
〕
二
八
八
頁
参
照
。

28　

安
岡
正
篤
『
続 

人
間
維
新
』〔
邑
心
文
庫
、
一
九
九
七
年
〕
四
三
・
四
四
頁

〈
三
十
代
も
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
日
本
の
国
民
、
日
本
民
族
と
い
う
も
の
は
皆
親

類
だ
と
い
う
こ
と
が
数
学
で
極
め
て
簡
単
に
わ
か
る
…
…
常
に
征
服
、
侵
略
、

革
命
、
反
乱
を
繰
り
返
し
、
血
で
血
を
洗
っ
て
き
た
西
欧
の
諸
民
族
で
は
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…
…
す
べ
て
相
容
れ
ざ
る
も
の
同
士
の
闘
争
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
あ
あ
い

う
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
的
共
産
革
命
も
起
っ
た
…
…
こ
れ
は
日
本
の

国
体
に
は
通
用
し
な
い
。
日
本
は
そ
ん
な
利
害
相
容
れ
ざ
る
、
全
然
伝
統
を

異
に
す
る
侵
略
者
・
征
服
者
と
、
被
征
服
者
と
い
う
も
の
の
関
係
な
ど
な
い
〉。

29　

小
堀
桂
一
郎
『「
国
家
理
性
」
を
考
え
る
―
―
国
家
学
の
精
神
史
的
側
面
―
―
』

〔
錦
正
社
、
二
〇
一
一
年
〕
四
七
・
四
八
頁
〈
言
語
化
さ
れ
た
法
＝
『
宣
り
』

の
背
後
に
は
集
団
的
経
験
の
蓄
積
と
い
う
長
い
時
間
の
所
産
と
社
会
的
慣
習

と
い
う
広
い
空
間
的
合
意
と
が
裏
付
け
と
し
て
存
在
す
る
…
…
こ
の
構
造
が

成
立
す
る
た
め
に
は
稲
作
中
心
の
日
本
の
農
業
共
同
社
会
は
最
適
の
も
の
で

あ
っ
た
。
日
本
人
の
法
感
覚
、
少
し
進
ん
だ
段
階
を
採
っ
て
言
え
ば
法
治
主

義
の
意
識
は
、
国
土
の
置
か
れ
た
風
土
的
環
境
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
先
天
的

な
民
族
的
資
質
で
あ
っ
た
と
看
て
よ
い
（
注
：
旧
字
体
等
を
筆
者
変
換
）〉。

（0　

中
根
千
枝
『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係 

単
一
社
会
の
理
論
』〔
講
談
社
、

一
九
六
七
年
〕
四
七
頁
。

（（　

ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
（
長
谷
川
松
治
訳
）『
菊
と
刀
』〔
講
談
社
、

二
〇
〇
五
年
〕
二
七
二
～
二
七
五
頁
〈
日
本
人
は
罪
の
重
大
さ
よ
り
も
恥
の

重
大
さ
に
重
き
を
置
い
て
い
る
…
…
恥
の
文
化
は
外
面
的
強
制
力
に
基
づ
い

て
善
行
を
行
う
。
恥
は
他
人
の
批
評
に
対
す
る
反
応
で
あ
る
…
彼
は
た
だ
他

人
が
ど
う
い
う
判
断
を
下
す
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
推
測
し
さ
え
す

れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
人
の
判
断
を
基
準
に
し
て
自
己
の
行
動
の

方
針
を
定
め
る
。
み
ん
な
が
同
じ
規
則
に
従
っ
て
ゲ
ー
ム
を
行
い
、
お
互
い

に
支
持
し
あ
っ
て
い
る
時
に
は
、
日
本
人
は
快
活
に
や
す
や
す
と
行
動
す
る

こ
と
が
で
き
る
…
…
外
国
人
が
こ
れ
ら
の
礼
節
を
一
切
無
視
し
て
い
る
の
を

見
て
、
日
本
人
は
途
方
に
暮
れ
る
〉。

（2　

青
木
昌
彦
、
前
掲
書
、
四
九
～
六
二
頁
。

（（　

小
堀
桂
一
郎
、前
掲
書
、四
八
頁
。
こ
の
点
、梅
原
猛『
海
女
と
天
皇（
上
）』〔
朝

日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
一
年
〕
八
六
・
八
七
頁
〈
な
ぜ
太
子
が
「
仁
」
と
い
う

主
観
的
道
徳
で
は
な
く
、「
和
」
と
い
う
客
観
的
道
徳
を
、
憲
法
即
ち
国
の
決

ま
り
の
中
心
に
据
え
た
か
…
…
聖
徳
太
子
は
人
間
の
主
観
的
な
内
面
的
倫
理

よ
り
、
人
と
人
と
の
関
係
の
倫
理
が
必
要
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
関

係
の
倫
理
が
日
本
で
は
何
よ
り
も
重
要
だ
と
考
え
て
、そ
れ
を
「
憲
法
十
七
条
」

の
中
心
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
は
太
子
の
日
本
の
歴
史
と
現
状
に

照
ら
し
て
の
状
況
判
断
で
あ
っ
た
と
思
う
…
…
こ
の
「
和
」
の
原
理
は
今
で

も
日
本
社
会
で
通
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
日
本
社
会
の
最
も
よ
い
部
分
で
あ

る
。
太
子
は
正
に
日
本
社
会
の
根
本
原
理
を
見
い
だ
し
た
人
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
〉。

（4　

聖
徳
太
子
（
瀧
藤
尊
教
他
訳
）『
法
華
義
疏
（
抄
）・
十
七
条
憲
法
』〔
中
央

公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年
〕
一
四
七
～
一
五
一
頁
よ
り
以
下
抜
粋
。

 

　

一
に
曰
く
、
和
を
も
っ
て
貴と

う
とし

と
し
、
忤さ

か
らう

こ
と
な
き
を
宗む

ね

と
せ
よ
。

 

　

十
に
曰
く
、
こ
こ
ろ
の
い
か
り
〈
忿
〉
を
絶
ち
、
お
も
て
の
い
か
り
〈
瞋
〉

を
棄
て
て
、
人
の
違
う
こ
と
を
怒
ら
ざ
れ
。
人
み
な
心
あ
り
。
心
お
の
お
の
執

れ
る
こ
と
あ
り
。
か
れ
是ぜ

と
す
れ
ば
、
わ
れ
は
非
と
す
。
わ
れ
是
と
す
れ
ば
、

か
れ
は
非
と
す
。
わ
れ
か
な
ら
ず
し
も
聖
に
あ
ら
ず
。
か
れ
か
な
ら
ず
し
も
愚

に
あ
ら
ず
。
と
も
に
こ
れ
凡ぼ

ん

夫ぷ

の
み
。
是
非
の
利
、
詎た

れ

か
よ
く
定
む
べ
け
ん
や
。

 
　

十
七
に
曰
く
、
そ
れ
事
は
ひ
と
り
断さ

だ

む
べ
か
ら
ず
。
か
な
ら
ず
衆
と
と
も

に
論

あ
げ
つ
らう

べ
し
。
…
…
大
事
を
論
う
に
逮お

よ

び
て
は
、
も
し
は
失

あ
や
ま
ちあ

ら
ん
こ
と
を

疑
う
。
ゆ
え
に
衆
と
相あ

い

弁わ
き
まう

る
と
き
は
、
辞こ

と

す
な
わ
ち
理
を
得
ん
。

（5　

奥
田
正
造
編
『
聖
徳
太
子
御
憲
法
玄
恵
註
抄　

法
隆
寺
蔵
版
』〔
森
江
書
店
、

一
九
四
〇
年
〕
一
五
・
一
六
頁
で
は
、十
七
条
憲
法
第
一
条
中
の
「
忤
」
は
「
悖

（
道
理
に
そ
む
く
。
反
す
る
）」
と
同
義
と
し
た
上
で
、『
大
学
』
の
「
言
悖も

と

り
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て
出い

ず
れ
ば
亦ま

た
悖も

と

り
て
入い

り
、
貨
悖も

と

り
て
入い

れ
ば
亦ま

た
悖も

と

り
て
出い

ず
（
他

人
に
向
か
っ
て
道
理
に
反
し
た
言
葉
を
言
え
ば
、
他
人
か
ら
道
理
に
反
し
た

言
葉
で
報
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
道
理
に
反
し
て
手
に
入
れ
た
財
貨
は
、
道
理

に
そ
む
い
た
方
法
で
奪
わ
れ
る
）」
を
引
用
し
「
悖
」
の
字
句
を
解
説
す
る
。

「
悖
」
を
こ
う
解
す
る
と
、
当
該
条
文
は
機
会
主
義
的
行
動
な
ど
を
禁
ず
る
規

範
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（6　

同
上
、十
四
頁
で
は
、十
七
条
憲
法
第
一
条
中
の
「
和
」
の
解
釈
と
し
て
〈
人

に
和
合
す
る
と
い
う
も
、
大
義
に
至
っ
て
は
、
非
義
に
同
ず
べ
か
ら
ず
。
こ

れ
を
和
し
て
同
ぜ
ず
と
い
う
〉
と
記
載
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
和
辻
哲
郎
『
日

本
倫
理
思
想
史
（
一
）』〔
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
〕
一
七
二
頁
〈
注
意
す

べ
き
こ
と
は
…
…
（
十
七
条
憲
法
）
に
説
か
れ
て
い
る
の
が
「
和
」
で
あ
っ
て
、

単
な
る
従
順
で
は
な
い
〉
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（（　

聖
徳
太
子
、
前
掲
書
、
一
四
七
～
一
五
一
頁
よ
り
以
下
抜
粋
。

 

　

六
に
曰
く
、
悪
を
懲こ

ら
し
善
を
勧
む
る
は
、
古

い
に
し
えの

良
き
典の

り

な
り
。
こ
こ
を

も
っ
て
、
人
の
善
を
匿か

く

す
こ
と
な
く
、
悪
を
見
て
は
か
な
ら
ず
匡た

だ

せ
。
そ
れ

諂へ
つ
らい

詐あ
ざ
むく

者
は
、
国
家
を
覆

く
つ
が
えす

利
器
な
り
。

 

　

九
に
曰
く
、
信
は
こ
れ
義
の
本
な
り
。
事
ご
と
に
信
あ
る
べ
し
。
そ
れ
善

悪
成
敗
は
か
な
ら
ず
信
に
あ
り
。

（8　

奥
田
正
造
編
、
前
掲
書
、
一
八
二
頁
〈
人
と
し
て
信
あ
れ
ば
人
の
為
に
信

ぜ
ら
る
。
心
に
虚
妄
な
き
是
を
信
と
い
う
〉。
同
上
、
一
八
四
頁
〈
信
は
欺あ

ざ
むか

ず
也な

り

〉。

（9　

文
部
省
編『
国
体
の
本
義
』〔
文
部
省
、一
九
三
七
年
〕五
〇
・
五
一
頁
。
な
お
、

片
岡
龍
「
平
和
と
し
て
の
『
和
』」（
荒
木
勝
監
修
『
東
ア
ジ
ア
の
共
通
善 

和
・

通
・
仁
の
現
代
的
再
創
造
を
め
ざ
し
て
』）〔
岡
山
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
〕

九
七
頁
〈
戦
時
体
制
が
強
化
さ
れ
る
過
程
で
…
…
文
部
省
は
『
国
体
の
本
義
』

…
…
を
刊
行
す
る
…
…
「
没
我
同
化
」
し
、
お
の
お
の
の
「
分
」
を
守
り
な

が
ら
「
和
」
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
、日
本
国
民
の
あ
る
べ
き
姿
と
説
い
た
。

こ
の
よ
う
に
個
人
主
義
批
判
の
根
拠
が
、
最
終
的
に
「
和
」
に
帰
さ
れ
た
と

こ
ろ
に
、「
和
」
と
集
団
主
義
の
不
幸
な
結
び
つ
き
の
始
ま
り
が
あ
る
〉
と
の

指
摘
が
あ
る
。

40　

山
岸
俊
男
『
信
頼
の
構
造
―
―
こ
こ
ろ
と
社
会
の
進
化
ゲ
ー
ム
』〔
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
〕
六
頁
。

4（　

こ
の
和
の
精
神
は
、
日
本
人
の
意
識
に
「
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
教

義
）
の
拒
否
を
導
き
出
し
た
」
と
解
さ
れ
る
。
丸
山
真
男
『
日
本
の
思
想
』

〔
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
〕
十
六
頁
〈
思
想
的
「
寛
容
」
の
伝
統
に
と
っ
て

唯
一
の

0

0

0

異
質
的
な
も
の
は
…
精
神
的
雑
居
性
の
原
理
的

0

0

0

否
認
を
要
請
し
、
世

界
経
験
の
論
理
的
お
よ
び
価
値
的
な
整
序
を
内
面
的
に
強
制
す
る
思
想
で
あ

っ
た
。
近
代
日
本
に
お
い
て
こ
う
し
た
意
味
を
も
っ
て
登
場
し
た
の
が
、
明

治
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
大
正
末
期
か
ら
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
ほ
か
な
ら

な
い
…
…
も
し
右
の
よ
う
な
要
請
を
こ
の
風
土
と
妥
協
さ
せ
る
な
ら
ば
、
す

く
な
く
も
精
神
0

0

革
命
の
意
味
を
喪
失
し
、
逆
に
そ
れ
を
執
拗
に
迫
る
な
ら
ば
、

ま
さ
に
右
の
よ
う
な
雑
居
的
寛
容
の
「
伝
統
」
の
ゆ
え
の

0

0

0

0

は
げ
し
い
不
寛
容

に
と
り
ま
か
れ
る
〉。

42　

日
本
、
韓
国
、
中
国
の
各
代
表
的
思
想
で
あ
る
和
、
通
、
仁
を
現
代
東
ア

ジ
ア
の
共
通
善
（Com

m
on Goods

）
と
す
べ
き
、
と
の
主
張
が
あ
る
。
荒

木
勝
監
修
、
前
掲
書
参
照
。

4（　

極
東
国
際
軍
事
裁
判
に
お
け
る
鵜
沢
総
明
の
最
終
弁
論
の
原
稿
に
は
〈
聖

徳
太
子
の
十
七
条
憲
法
で
は
、
印
度
、
支
那
、
日
本
に
発
達
し
た
平
和
理
想

が
取
り
入
れ
ら
れ
た
〉
と
の
記
載
が
あ
る
。
鵜
沢
総
明
『
法
律
哲
学
』〔
明
治

大
学
、
一
九
八
三
年
〕
三
一
六
頁
参
照
。
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44　

和
の
精
神
を
国
際
社
会
で
普
及
す
る
た
め
に
は
、
や
り
取
り
の
相
手
を
選

別
す
る
評
価
の
技
術
が
必
要
と
な
る
。
即
ち
、
山
岸
俊
男
、
前
掲
書
、
七
・

八
頁
〈
特
定
の
相
手
が
信
頼
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
情
報
に
敏
感
で

あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
が
実
際
に
信
頼
に
値
す
る
行
動
を
と
る
か
ど
う

か
を
よ
り
正
確
に
予
測
で
き
る
〉
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
渋
沢
栄

一
は
〈
見
る
程
の
人
を
こ
と
ご
と
く
泥
坊
と
思
っ
て
接
す
る
こ
と
に
な
れ
ば

自
分
の
信
条
に
も
ま
た
誠
意
が
な
く
な
り
、
彼
は
己
を
瞞
し
に
来
た
の
だ
か

ら
欺
さ
れ
ぬ
よ
う
に
こ
の
方
か
ら
そ
の
裏
を
掻
い
て
や
れ
と
、
偽
り
に
接
す

る
に
偽
り
を
以
て
し
、
巧
言
令
色
を
迎
う
る
に
巧
言
令
色
を
以
て
す
る
よ
う

に
な
る
。
か
く
あ
い
互
に
欺だ

ま瞞
し
合
っ
て
背
後
で
赤
い
舌
を
吐
く
よ
う
に
で

も
な
る
と
、
世
の
中
は
全
く
治
ま
り
が
つ
か
ぬ
こ
と
と
な
り
、
世
道
人
心
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
べ
し
。
こ
の
ゆ
え
に
余
は
人
に
接
し
客
を
見
る
に
、
こ
と

ご
と
く
こ
れ
を
泥
坊
と
思
う
が
ご
と
き
心
情
を
以
て
せ
ず
…
…
孰い

ず

れ
も
誠
意

を
以
て
ご
応
接
申
し
上
げ
、
正
心
を
披
瀝
す
る
こ
と
に
致
し
て
い
る
が
、
そ

の
間
に
も
余
に
は
ま
た
余
の
人
物
観
察
法
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
ご
来
訪

下
さ
る
多
数
の
方
々
に
つ
い
て
、
一
々
識
別
を
致
す
こ
と
に
し
て
い
る
〉
と

述
べ
て
い
る
。
渋
沢
栄
一
『
論
語
講
義
（
一
）』〔
講
談
社
、
一
九
七
七
年
〕

九
八
～
一
〇
〇
頁
参
照
。

45　

衆
議
を
重
ん
ず
る
の
は
日
本
の
伝
統
と
考
え
ら
れ
る
。
瀧
川
政
次
郎
、
前

掲
書
、
二
九
一
頁
〈
寺
家
法
の
特
色
は
…
…
聖
徳
太
子
の
憲
法
に
も
い
え
る

ご
と
く
…
人
々
の
和
を
貴
ん
だ
か
ら
、
大
事
は
一
人
断
ぜ
ず
し
て
、
衆
と
と

も
に
議
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
故
に
こ
の
時
代（
筆
者
注
：

鎌
倉
幕
府
開
府
か
ら
明
治
維
新
ま
で
）
の
寺
院
法
は
、
い
ず
れ
も
一
人
の
有

力
者
の
独
裁
に
よ
っ
て
立
法
せ
ら
れ
ず
に
、
一
山
の
衆
徒
の
合
議
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
〉。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
年
）
に
布
告
さ
れ
た
『
五
箇
条
の
御
誓

文
』
で
「
万
機
公
論
に
決
す
べ
し
」
と
規
定
し
た
こ
と
も
、
そ
の
反
映
と
言

え
る
。
こ
の
点
、吉
田
茂
首
相
は
以
下
の
発
言
を
し
て
い
る
。〈（
大
日
本
帝
国
）

憲
法
は
御
承
知
の
ご
と
く
五
箇
条
の
御
誓
文
か
ら
出
発
し
た
も
の
と
云
っ
て

も
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
五
箇
条
の
御
誓
文
な
る
も
の
は
、
日

本
の
歴
史
・
日
本
の
国
情
を
た
だ
文
字
に
表
し
た
だ
け
の
話
で
あ
り
ま
し
て
、

御
誓
文
の
精
神
、
そ
れ
が
日
本
国
の
国
体
で
あ
り
ま
す
。
日
本
国
そ
の
も
の

で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
御
誓
文
を
見
ま
し
て
も
、
日
本
国
は
民
主

主
義
で
あ
り
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
あ
え
て
君
権
政
治
と

か
、
あ
る
い
は
圧
制
政
治
の
国
体
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
ま
す
〉

第
九
〇
回
帝
国
議
会
衆
議
院
本
会
議
会
議
録
昭
和
二
十
一
年
六
月
二
十
五
日

第
五
号
参
照
。




